
 

 

 2-5 農地・森林・緑地の保全 

2-5-1 緑化の推進 

【目標】おおむね30年後の姿 
○ 総合的な都市緑化を推進していくために、緑化の充実を図る必要のある地

区、緑化を推進することが効果的な地区を指定し、重点的な緑化を進める 
○ 都市公園はまちの緑の基幹的な施設であるため、一人当たりの都市公園面積

の目標値（20.0ｍ2/人）を指標とし、都市公園の整備を推進する 

■現  状【 進捗率：82% 】 

○ 一人当たりの都市公園面積16.77m2/人（令和4年度末） 

 
■第2次短期（おおむね5年）の目標【 進捗率：82% 】 

○ 一人当たりの都市公園面積は前年度実績を保持する 
○ 緑化の推進や保全についての市民意識の高揚を図る 

 
■第2次中期（おおむね10年）の目標【 進捗率：82% 】 

○ 一人当たりの都市公園面積は前年度実績を保持する 
○ 緑化の推進や保全についての市民意識の高揚を図る 
 

図２－５－１ 緑化の推進のロードマップ 

◇ コラム 

緑地の浸水対策効果 

 緑地は雨水の流出を抑制する有効な土地利

用対策です。都市公園や公共施設をはじめ、

市民や事業者が所有する土地などで、緑化を

推進することで、雨水の地下への浸透が促進

されます。その結果、河川や下水道等への流

出量が抑制されることにより、浸水対策とし

ての役割を担っています。 

芝地や植栽にすると1時間当たりおよそ

20mm～100mm以上の雨をしみ

込ませることが可能になります 
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〇具体的な取り組み  「緑の基本計画」の推進 
 「緑の基本計画」は、都市緑地法第４条に基づき、市町村が緑地の適正な保全
及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、その目標と実
現のための施策等を内容として策定する緑とオープンスペースに関する総合的な
法定計画である。また、岡山市においては「緑の基本計画」を岡山市環境保全条
例第30条の２に定めている。 

〇具体的な取り組み （緑化の推進） 
 総合的な都市緑化を推進していくために、緑化の充実を図る必要のある地区、
緑化を推進することが効果的な地区として下図の３地区を指定し、重点的な緑化
を進めている。 

図２－５－３ 重点的な緑化実施位置図 

図２－５－２ 緑の基本計画の概要 

 

写真２－５－１ 緑化の推進（下石井公園） 
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2-5-2 農地・森林の保全 

【目標】おおむね30年後の姿 
○ 老朽化した農業用施設の改修や適時適切な補修・長寿命化対策による農業の

経営環境の改善、農地の大区画化や排水改良等による農業生産性の向上等に
より、農用地を確保する 

○ 林道等の維持に努めるとともに、森林境界の確認等の施業集約化を促進する 
○ 森林公園の維持管理を行い、市民に憩いとレクリエーションの場を提供する 

■現  状 

○ 農業用水路、ため池等の農業用施設の老朽化が進展し、維持管理や更新のコ

ストが増大している 

○ 市街地近郊に森林がある環境となっており、市民の保健休養・レクリエー

ション等の場として、市内３カ所の森林公園が利用されている。また、林業

に利用される人工林の割合は低い状況となっている 

 
■第2次短期（おおむね5年）の目標 

○ 農地の大区画化や排水改良等により農業生産性の向上を進めるほか、主要な
農業用施設等の点検体制を整備し、改修や補修・長寿命化対策を推進し、農
用地を確保する 

○ 林道等の維持に努めるとともに、森林境界の確認等の施業集約化を促進する 
○ 森林公園の維持管理を行い、市民に憩いとレクリエーションの場を提供する 

 
■第2次中期（おおむね10年）の目標 

○ 農地の大区画化や排水改良等により農業生産性の向上を進めるほか、主要な
農業用施設等の点検体制を整備し、改修や補修・長寿命化対策を推進し、農
用地を確保する 

○ 林道等の維持に努めるとともに、森林境界の確認等の施業集約化を促進する 
○ 森林公園の維持管理を行い、市民に憩いとレクリエーションの場を提供する 

 

整備前 整備後 

写真２－５－２ 農地の大区画化イメージ 

（参照：国土地理院） 
写真２－５－３ 森林公園の維持管理 

（貝殻山) 
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2-5-３ 田んぼダムの取り組み促進【新規】 

【目標】おおむね30年後の姿 
○ 田んぼダムの取り組み地域を拡大し、治水安全度の向上を図る 
○ 田んぼダムの取り組みを通じ、地域住民の防災・減災への理解を深める 

■現  状 

○ 多面的機能支払交付金において、田んぼダム取り組み団体（１団体）に対し

加算を実施 

○ 田んぼダムの啓発チラシを作成し、田んぼダムの取り組みについて周知 

 
■第2次短期（おおむね5年）の目標 

○ 田んぼダムの取り組みを促進し、治水安全度の向上を図る 
○ 田んぼダムの取り組みについての周知広報活動を行う 

 
■第2次中期（おおむね10年）の目標 

○ 田んぼダムの取り組みを促進し、治水安全度の向上を図る 
○ 田んぼダムの取り組みについての周知広報活動を行う 
 

 

図２－５－4 田んぼダム啓発チラシ 
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◇ コラム 

＜森林の多面的機能＞  

 森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和す

るとともに、川の流量を安定させる機能を持っています。また、雨水が森林土壌を

通過することにより、水質が浄化されます。出典：農林水産省HP参照 

＜農地の多面的機能＞ 

 近年、これまでに観測されなかったような猛烈な暑さが続いたり、突然の集中豪

雨による洪水被害や土砂災害が発生するなど、異常気象により大きな影響が及んで

きており、このような異常気象の増加は地球温暖化の影響ともいわれている。農地

の有する多面的機能には、このような暑さを和らげる機能や洪水や土砂災害を防

止・軽減する機能があります。出典：農林水産省HP参照 

農地・森林と浸水対策の関わり 

資料：村井宏・岩崎勇作「林地の水及び土壌保全機能に関する研究」 

79 
㎜/hr 

128 
㎜/hr 

浸透能 
 

258 
㎜/hr 

裸 

地 

草 

地 

森 

林 

裸地・草地 森林地 地下水 

地表流 

水面や作物からの水分の

蒸発散による空気の冷却 市街地の気温の低下 

風 

水田 用水路 排水路 市街地 

冷却された空気の移流 

用水路 排水路 

河川 

水田や畑に雨水が一時的に

貯留されることにより、 

河川の増水を緩和します。 

耕作中の水田 耕作が放棄された水田 

代かきなどによる水を通し

にくい層（耕盤）の形成 耕作放棄による耕盤
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穏やかな地下水の浸透 

地すべりの抑制 急激な地下水の浸透 

地すべりの誘発 
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■現  状【 進捗率：３％（令和4年度末）】 

○ 市が設置又は管理する施設の新築、増築、建替えに伴う雨水貯留施設の設置を

条例により計画の義務化され、敷地面積が3,000ｍ２以上の新築、増築、建替

えについて随時協議を進めている 

○ 北長瀬未来ふれあい総合公園での雨水貯留施設設置を完了 

■第2次短期（おおむね5年）の目標【進捗率：26％】 

○ 敷地面積が3,000ｍ２以上の新築、増築、建替えについて雨水貯留施設を設置

し、3,000ｍ２未満の施設においても積極的に雨水貯留施設の設置を推進する 

○ 設置箇所：110施設 （ 合計貯留量：11,000ｍ３ ）（※） 

■第2次中期（おおむね10年）の目標【進捗率：30％】 

○ 設置箇所：130施設 （ 合計貯留量：13,000ｍ３ ）（※） 

 

 2-6 公共施設における貯留・浸透施設の設置 

2-6-1 市管理の施設における雨水貯留・浸透施設 

表2－６－１ 市管理施設の内訳（岡山市公共施設等総合管理計画より） 

【目標】おおむね30年後の姿 
○ 市が所有する公共建築物において、新築や増築等に合わせて雨水貯留施設を

設置する 
○ 設置箇所：430施設 （ 合計貯留量：43,000ｍ３ ）（※） 
○ 公園、緑地の新設・再整備に際しては、雨水流出抑制施設の設置を推進する 

大区分 中区分 施設数 棟数 延床面積（㎡） 

公共施

設 
1 行政事務系施設 339 503 148,359 

  2 環境施設 34 114 97,583 
公共用

施設 
3 医療・福祉施設 39 50 70,829 

  4 子育て支援施設 200 518 125,505 

  5 学校教育施設 129 2,258 897,377 

  6 市民文化系施設 131 176 90,369 

  7 社会教育施設 76 113 73,921 

  8 スポーツ・レクリエーション・観光施設 26 97 36,641 

  9 公営住宅 129 1,707 332,282 

  10 その他施設 42 53 6,083 

  11 普通財産等 101 203 71,833 

  12 文化財施設 5 10 1,255 

    合  計 1,251 5,802 1,952,038 

（※）設置箇所、合計貯留量は岡山市公共施設等総合管理計画に基づき、50年経過した施設の半数で    
対策を行い、1施設につき100m3の雨水貯留施設を整備すると仮定して試算 

図2－６－１ 市管理の施設における雨水貯留・浸透施設設置ロードマップ 

写真2－６－１ 上道地域センター 

砕石貯留 
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北長瀬未来ふれあい総合公園は浸水常襲地区

である西排水区の上流部に位置し、流出抑制

対策を実施することで、下流域の西排水区に

おいて浸水被害の軽減が期待される。 

北長瀬未来ふれあい総合公園 

内水ハザードマップ 

による浸水想定区域 

大元小学校 

西小学校 

御南中学校 

御南小学校 

大元公民館 

御南西公民館 

○具体的な取り組み 北長瀬未来ふれあい総合公園での雨水流出抑制対策の実施 

北長瀬未来ふれあい総合公園 
の事業概要 

 位置：岡山市北区北長瀬表町一丁目 

    ・二丁目、野田四丁目 

 交流・防災拠点として整備 

 総面積：14.3ヘクタール 
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◇ コラム 

＜事業概要＞  

 令和８年度中の供用開始を目指して建設工事を行っている市役所新庁舎は、市民

の安全・安心を守る防災拠点として、浸水リスクを抑え、地震に強い建物とするこ

とで、発災時にも業務継続が可能な災害に強い庁舎を目指しています。 

 
＜浸水リスクの考慮＞ 

 ① 雨水貯留（約280 ㎥ ）・浸透施設を設置し、周辺の浸水被害を軽減 
 

 ② 内水浸水想定高さ（+200 ㎜未満）より１階床を高く設定 
 

 ③ 主要な設備機器は浸水の恐れがない５階に配置 
 

 ④ 駐車場出入口へ止水板を設置し、地階の浸水に備える 

浸水リスクを考慮した新庁舎の整備 

主要な設備機器 

雨水貯留施設 

1階床を浸水想定高さ

（+200㎜未満） 

より高く設定 周辺施設整備事業（2期） 新庁舎整備事業（1期） 
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2-6-2 市管理の施設（学校）における雨水貯留・浸透施設 

【目標】おおむね30年後の姿 
○ 雨水貯留タンクを市内すべての小学校90校に設置する 
○ 市内すべての小学校で浸水対策に関する出前授業を実施し、子供を通して浸

水対策への市民の理解を深める 

■現  状【 進捗率：36％（令和4年度末）】 

○ 南輝小学校、芳泉小学校など累計32校に雨水貯留タンクを設置している 

○ ５年間の貯留タンク設置計画を策定している 

○ 雨水貯留タンクを設置した小学校へ出前授業を実施している 

■第2次短期（おおむね5年）の目標【 進捗率：52％ 】 

○ 建替え等工事に伴う雨水流出抑制施設計画を策定する  

○ 雨水貯留タンクを15小学校（累計47小学校）に設置する 

○ 15校において出前授業を行い、浸水対策への啓発活動を推進する 
■第2次中期（おおむね10年）の目標【 進捗率：69％ 】 

○ 建替え等工事に伴う雨水流出抑制施設計画を策定する 

○ 雨水貯留タンクを15小学校（累計62小学校）に設置する 

写真２－６－４ 雨水貯留タンク設置状況 

図２－６－２ 市管理の施設（学校）における雨水貯留・浸透施設設置のロードマップ 

写真２－６－２ 出前授業の様子 

 

リモートによる出前授業 

写真２－６－３ Youtube動画による授業教材 
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2-6-3 透水性・排水性舗装の採用 

【目標】おおむね30年後の姿 
○ 主要な道路の歩道で透水性舗装の採用を進める 
○ 主要な道路において排水性舗装の採用を進める 
○ 合計で約2,400m3の貯留効果を確保する 

■現  状【 進捗率：34％（令和4年度末）】 

○ 透水性、排水性舗装の実施箇所は一部に限られている 
■第2次短期（おおむね5年）の目標【 進捗率：59％ 】 

○ 中心市街地において主要な道路の改修等を実施する際には、歩道への透水性

舗装の採用について検討する 

○ 県道岡山児島線、市道今西市線、県道岡山玉野線、市道三浜町築港栄町線、

(都)上石井岩井線において、排水性舗装を実施する 

○ 市道表町21号線、市道石関町３号線、(都)上石井岩井線において、透水性舗

装を実施する 
■第2次中期（おおむね10年）の目標【 進捗率：89％ 】 

○ 市道今西市線、県道岡山玉野線、県道西大寺山陽線、(都)下中野平井線、(都)

大元二日市町線において、排水性舗装を実施する 

○ (都)大元二日市町線において、透水性舗装を実施する 

 

図２－６－３ 排水性舗装構造概念図 

図２－６－４ 透水性・排水性舗装の活用のロードマップ 

写真２－６－５ 排水性舗装施工状況 

岡山市みちづくり計画に位置付けられた、環状道路や電線共同溝整備路線などの事

業中路線を排水性舗装とすることによる効果 

（舗装厚さ50mm、空隙率20％として計算） 

 ⇒ 100m2当たり１ｍ３の貯留量 

 

降雨 

透水層 

不透水層 

排水性舗装 

路外へ排水 

表層 

基層 

路盤 
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2-6-4 国等公共機関の管理する施設における雨水貯留・浸透施設 

【目標】おおむね30年後の姿 
○ 国や県等公共機関の所管する公共建築物において、新築や増築等に合わせて

雨水貯留施設を設置する 

■現  状 

○ 条例により、国や県等が設置又は管理する施設の新築、増築、建替えに伴う

雨水貯留施設の設置に努める 
■第2次短期（おおむね5年）の目標 

○ 敷地面積が3,000ｍ２以上の新築、増築、建替えについて雨水貯留施設を設

置する 
■第2次中期（おおむね10年）の目標 

○ 敷地面積が3,000ｍ２以上の新築、増築、建替えについて雨水貯留施設を設

置する 

 

区  分 施 設 名 称 

岡山県 県庁舎、県民局、中学校、高等学校、警察署、県総合グラウンド、等 

国関係 岡山地方合同庁舎、各庁舎、各出先事務所、等 

表２－６－２ 国等公共機関が所管する施設の例 

図２－６－５ 国等公共機関の管理する施設における雨水貯留・浸透施設設置のロードマップ 

 

駐車場を利用した地表面貯留施設 公園の広場、緑地、池等を利用した地表面貯留施設 

図２－６－６ 貯留施設の一例 

69



 

 

       

 2-7 民間施設における貯留・浸透施設の設置 

2-7-1 開発行為等における雨水流出抑制対策の実施 

【目標】おおむね30年後の姿 
○ 3,000ｍ２以上の開発行為等において、流出抑制対策が実施される 

図２－７－２ 開発行為等における雨水流出抑制対策の実施のロードマップ 

大規模な開発行為等を行う事業者の方は、雨水流出抑制対策の実施が必要です。雨水流出抑制対策に

より河川や下水道への雨水流出量の抑制につながり、浸水被害を軽減できます。開発の規模に関わら

ず積極的な対策の実施が望まれます。 

☆詳しくは「雨水流出抑制対策の手引き」をご覧ください。手引きについては下水道河川局、各区 

 役所の窓口やホームページから入手可です。岡山市ホームページから「雨水排水計画」で検索。  

(https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000017180.html） 

 

■現  状 

○ 条例により3,000ｍ２以上の開発行為等について、雨水排水計画に関する事

前協議を義務化（平成30年4月より） 

○ あわせて補助制度を拡充することで、事業者の負担を軽減※ 
■第2次短期（おおむね5年）の目標 

○ 3,000ｍ２以上の開発行為等について、流出抑制対策を実施する 

○ 雨水排水計画の協議の義務化および補助制度について、周知広報活動を行う 

■第2次中期（おおむね10年）の目標 

○ 3,000ｍ２以上の開発行為等について、流出抑制対策を実施する 

○ 雨水排水計画の協議の義務化および補助制度について、周知広報活動を行う 
 

※「雨水流出抑制施設設置補助金制度」について 

 補助要綱等については下水道河川局、各区役所の窓口やホームページで入手可です。 

 岡山市ホームページから「流出抑制施設 補助」で検索。 

 （https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000002949.html） 

 
 

写真２－７－１ 開発行為等における 
        雨水流出抑制対策の実施 

図２－７－１ 開発行為等における雨水流出抑制対策の概要 
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